
 

 

長岡市ささえるスポーツ活動普及促進事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新たなスポーツへの関わり方として「する」「みる」に加え、「さ

さえる」という選択が可能となるよう、学生団体等が企画及び運営を担うスポーツに関

連するイベント等の開催に要する経費の一部を支援し、スポーツに関わる人を増やすこ

とを目的として、予算の範囲内において長岡市ささえるスポーツ活動普及促進事業補助

金（以下第３条第５号を除き「補助金」という。）を交付することについて、長岡市補

助金等交付規則（昭和36年長岡市規則第６号。以下「規則」という。）に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象団体） 

第２条 補助金の交付の対象となる団体（以下「補助対象団体」という。）は、次の各号全

てに該当するものとする。 

(1) 市内の中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校（専門課程に限る。）（以

下「学校等」という。）に在籍する生徒または学生（以下「学生等」という。）を３人

以上含むこと。 

(2) 団体の構成員の過半数が学生等であること。 

(3) 団体の運営に係る意思決定の主体が学生等である体制を有すること。 

(4) 成人(満18歳以上の者をいう。)である責任者（以下「成人責任者」という。）を１

人以上置くこと。ただし、成人責任者が学生等に該当しない場合については、当該者

は団体の運営に係る補助的業務を担うものとし、前号に規定する学生等の意思決定を

妨げないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、その団体が次のいずれかに該当する場合は、補助対象団体

としない。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。

以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

(2) 暴力団又は暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）が

その経営又は運営に実質的に関与している者  

(3) 自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第 

三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者 

(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は 

積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者  

(5) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

(6) 第２号から第５号までに掲げる者のほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難され 

るべき関係を有する者 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象

団体が、市内で開催するスポーツに関連するイベント等の企画及び運営を行う事業であ

って、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 

(1) 学校等の行事であるもの 



 

 

 (2) 営利を主な目的とするもの 

(3) 政治又は宗教に関するもの 

 (4) 公序良俗に反するもの 

(5) 国若しくは他の地方公共団体の補助金等又は本市の他の補助金等の交付を受ける

もの 

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと認められるもの 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象

事業に要する経費であって、別表に定める経費に該当するものとする。ただし、次に掲

げる経費は、補助対象としない。 

 (1) 補助対象団体における経常的な経費 

 (2) 販売目的の物品又は原材料の購入費 

 (3) 事業実施後に他の用途に転用可能な汎用的財産の取得費 

 (4) 前各号に掲げる経費のほか、社会通念上補助することが適当と認められない経費 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額とし、10万円を上限とする。 

（補助金の交付回数） 

第６条 補助金の交付は、１年度につき１団体１回限りとする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体（以下「補助申請団体」という。）

は、規則第３条に規定する申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しな

ければならない。 

（交付決定） 

第８条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかど

うかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。 

（概算払） 

第９条 市長は、補助対象事業の円滑な推進を図るため、概算払により補助金を交付する

ことができる。 

（実績報告） 

第10条 補助金の交付の決定を受けた補助申請団体は、補助対象事業が完了したときは、

規則第12条に規定する実績報告書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しな

ければならない。 

（額の確定） 

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当で

あると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。 

（決定の取消し） 

第12条 虚偽その他不正な方法により前条の交付決定を受けたことが明らかとなった場合

は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 （補助金の返還） 



 

 

第13条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、期限を

定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

（その他） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表（第４条関係） 

区分 経費の種類 

報償費 講師及びスタッフ等謝金、日当等 

旅費 講師及びスタッフ等旅費 

需用費 印刷製本費、コピー代、一般消耗品、燃料費等 

役務費 郵便料、通信料、保険料、手数料等 

委託料 会場設営料等 

使用料及び賃借料 会場使用料、自動車借上料、機械装置レンタル料等 

その他の経費 市長が必要と認める経費 

 


